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落五小の人権感覚を磨く 

校長 古賀 靖真 
  

もう１２月です。早いものです。新型コロナの第６波が懸念され

ています。また変異株が現れたのだそうです。一時に比べて新規感染

者の数は減少し、感染対策をしつつも社会や経済が動き出し、様々な

ことが緩和されてきています。しかしながら、１１歳以下のワクチン

接種はまだされておらず、効果のある薬の普及もまだまだです。小学

校という社会において新型コロナの脅威が去ったわけではありません。

子供たちの健康と安全を第一に、この２０２１年を締めくくりたいと

考えています。 

１２月は、人権について考えるのにふさわしい月だと思います。昭

和２３（１９４８）年１２月１０日に国際連合で「世界人権宣言」が

採択され、この日を「世界人権デー（Human Rights Day）」と定め

ました。日本では、毎年１２月４日から１０日の一週間を「人権週

間」として、全国的に人権について考え、大切にする心を育てようと

呼びかけています。さらに１２月３日は、国際連合で定めた国際障害

者デーであり、障害のある方の人権について考える日です。日本では

１２月９日を「障害者の日」と定めています。 

そして皆様もご存じのとおり、１２月８日は、日本が太平洋戦争

を始めた日です。戦争は多くの人の命を奪い、自由を奪います。世界

中の人々が不幸になります。それは、日本国民に対しても同様です。

絶対やってはいけないことなのです。戦争は、人権問題の最たるもの

だと考えます。日本はこの戦争に負け、人権とは程遠い国になりまし

た。そのような中、ユニセフのお陰で、給食が食べられるようになっ

たり、学習ができる設備が整ったり、薬が届いたりして、子供の人権

が少しずつ守られるようになったのです。 

ちなみに、終戦後の日本が国際連合に加入することが決まったのも、

１９５６(昭和３１)年１２月１８日でした。２３年ぶりの国際社会復

帰となりました。まさに日本人の人権が向上した日だと言えます。 

本校の全ての教育活動のベースには、人権尊重の精神があります。

人権の世紀と言われる２１世紀を生きる子供たちに、ぜひ身に付けて

ほしい資質なのです。 

しかしながら、人権とは何かを具体的にイメージすることは、今

の日本ではとても難しいことなのかもしれません。なぜなら、私たち

日本人にとって、人権が保障されることは当たり前になりすぎて、そ

れがない状態をイメージしにくいからです。空気のありがたさを意識

することがとても難しいのと同じです。これは、今の日本の人権の状

況が極めて高い水準にあることを意味しています。 

差別や人権問題というものは、圧倒的多数の人にとっては、なぜ困

っているのかがよく分からないという問題なのです。だからこそ、困

っている側の話に耳を傾け、なぜ困るのか、どれだけ困っているのか

を「想像する力」をもつことが重要だと思います。普段から人権感覚

を磨くことがとても大切なのです。 

１２月は自分とは違う人の立場になって考え、人権感覚を磨き、人

権問題を解消していくきっかけになる月だと考えます。 

ご家庭でも、人権について話題にしていただき、落五小の子供た

ちの人権感覚磨きにご協力をいただければ幸いです。               
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★朝ﾓｼﾞｭｰﾙ(３～６年)・朝学習(１・２年) 

朝

遊

び 

1 水 
1～4年4時間授業 下校13時15分頃  
学芸会係活動（6年） 

 

2 木 朝読書、保護者会（4～6年）14:50～ 〇 

3 金 音楽朝会、委員会活動  

4 土   

5 日   

6 月 全校朝会、保護者会（１～３年）14:50～  

7 火 
5時間 下校14時20分頃、★、希望者面談① 
PTA運営委員会 18:00～ 〇 

8 水 
Ｂ時程5時間 下校14時05分頃 
給食費･教材費引落し日 

 

9 木 
5時間 下校14時20分頃、朝読書 
希望者面談② 

〇 

10 金 
5時間 下校14時20分頃、かがやき集会 
希望者面談③ 

 

11 土   

12 日   

13 月 
5時間 下校 14時 20分頃、全校朝会 
希望者面談④ 

 

14 火 5時間 下校14時20分頃、★､希望者面談⑤ 〇 

15 水 ★  

16 木 朝読書、学芸会前日準備（6年） 〇 

17 金 学芸会（児童鑑賞日）、４～６年6時間授業  

18 土 
1～3年5時間授業、4～6年6時間授業 
学芸会（保護者鑑賞日）、給食あり  

19 日   

20 月 振替休業日  

21 火 
Ｂ時程4時間授業 下校13時05分頃 
小中連絡協議会（PM 落六小） 

〇 

22 水   

23 木 給食終 〇 

24 金 
Ｂ時程4時間授業 下校１2時１０分頃 
終業式、校内美化活動、安全指導 

 

25 土   

26 日 冬季休業日始（1/7まで）  

生活目標：身の回りの整理整頓をしっかりしよう 
保健目標：冬の健康な生活につとめよう 

給食目標：楽しく何でも食べよう 

◆令和 4年 1月◆ 

11日（火）B時程 4時間授業 下校 12時 10分頃 

12日（水）新宿区学力定着度調査（２～６年）､給食始 

13日（木）席書会 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.html

